
既存住宅販売事業者
登録のしおり
保険のご利用には、既存住宅販売事業者登録が必要です。
以下の事項をご確認のうえ、事業者登録をお申込みください。

JIOおよび一般社団法人 住宅瑕疵担保責任保険協会のホームページにおいて、既存住宅を販売する宅建業者様（以下、
「事業者」といいます）の保険の証券発行実績や事業者詳細情報（社名、宅地建物取引業者免許番号、連絡先等）を公開
することに同意いただく必要があります。
保険に関する重要な事項について宅建業者用および仲介事業者用の重要事項説明書を必ずお読みいただき、ご理解のう
え、既存住宅販売事業者の事業者登録をお申し込みください。
事業者登録および保険の引受けにあたりJIOが知り得た事業者または買主の個人情報や対象住宅の物件情報は、JIOホー
ムページ（https://www.jio-kensa.co.jp）で公開しているプライバシーポリシーに従い取り扱います。

本書面は登録申込に関するすべての内容を記載しているものではありません。
詳細やご不明な点については、JIO支店または保険取次店までお問い合わせください。

※ ＪＩＯの他の保険のご利用には、別途 届出・登録が必要です。

・

・

・

事業者登録をしただけでは、『保険加入』にはなりません。

保険契約の手続き

① 保険契約申込み

② 現場検査

③ 保険証券発行申請

・対象住宅であることが確認できる資料等、必要書類を揃えてお申込みください。

・検査は原則１回ですが、検査基準に適合しない場合は再検査が必要となります。
・改修工事の有無や工事内容により検査タイミング変わります。

・住宅の引渡日が決まりましたら、保険証券発行の申請をしてください。
・保険証券は、自動的には発行されません。

●物件ごとに保険契約の手続きが必要です。

既存住宅売買瑕疵担保責任保険（宅建業者用）

既存共同住宅戸単位売買瑕疵担保責任保険（宅建業者用）

既存住宅瑕疵保証責任保険（個人間用・仲介事業者コース）

売買形態

売主になる場合

仲介する場合
（買主に対して保証責任を履行）

加入できる保険商品
（宅建業者用）

（宅建業者用）

（個人間用・仲介事業者コース）

既存共同住宅戸単位売買瑕疵担保責任保険（個人間用・仲介事業者コース）
（個人間用・仲介事業者コース）中古マンション戸単位売買かし保証保険

※物件ごとの保険申込にあたり、保険に関する重要な事項について、買主に説明し、買主が署名または記名・押印した
　「契約内容確認シート」を事業者よりJIO に提出してください。



以下の事項をご確認のうえ事業者登録をお申し込みください。
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2. 登録の有効期間
■ 有効期間：１年間
  （登録の受理日から1年後の月の末日まで）

■ 更新時の手続き
①更新前にJIOからご案内します。
②有効期間終了の1ヶ月前までに、JIO所定の書面にて更新
のお申込みが必要です。

4. 払込方法
JIOの登録料および更新料、商品やサービスをご利用いただ
いた料金は、ご登録いただいた金融機関の預金口座より、
申込月の月末で締めて、翌月の27日に口座振替となります。
なお、金融機関が27日に休業の場合は、金融機関の翌営業
日に口座振替となります。

5. エリアサービス
事業者登録をした事業所以外（同一事業者の支店・営業所等）
でも、支店・営業所等の情報をJIOに登録することで、保険の
お申込みや商品・サービスのご利用ができます。

7. 登録内容の変更
次のような場合は、登録内容の変更手続が必要です。
・事業者名、代表者名、住所、TEL、FAX、
　預金口座、預金者名の変更
・宅建業免許の変更・更新・廃業・失効

※退会等で登録期間が終了した後であっても、保険期間内であれ
ば、変更手続が必要です。

9. 保険料の割引
・登録初年度の保険契約戸数＊の予定が50戸以上の事業者
は、登録初年度の保険料に割引が適用されます。登録時
にJIO所定の書面にてお申込みが必要です。

・次年度以降の保険料は、前年度の保険契約戸数＊の実績に
より割引が適用されます。

＊『ＪＩＯ既存住宅かし保険(宅建業者用)』および『ＪＩＯ中古マンショ
ン戸単位売買かし保険（宅建業者用）』の保険証券発行件数

※『ＪＩＯ既存住宅かし保証保険（個人間用・仲介事業者コース）』・
『ＪＩＯ中古マンション戸単位売買かし保証保険（個人間用・仲介
事業者コース）』には、保険料の割引はありません。

8. 事業者登録の解除
登録解除を希望する場合は、JIO所定の書面にてお申出く
ださい。
※登録期間内であっても、登録（更新）料の返還は行いません。

■ 必須
① 事業者届出・登録申込書
（ゆうちょ銀行をご利用の場合は、「自動払込利用申込書」
もあわせて記入してください）

② 宅地建物取引業免許を証する書類（写し）

■ 任意
　建設業者は、建設業許可を証する書類（写し）

1. 登録申込時必要書類

3. 登録料・更新料
■ 事業者登録料：16,500円（税込み）

『JIOわが家の保険』の届出事業者は11,000円（税込み）
（既存住宅販売事業者の登録と『JIOわが家の保険』の届
出を同時に申し込む場合もこの割引料金を適用します）

■ 更新料：11,000円／年（税込み）

③宅建業法その他の法令または条例に違反して罰金以上の
刑罰を受け、その執行を終わりまたは執行を受けること
がなくなった日から2年を経過しない者
④暴力団、暴力団員、暴力団体関係者およびその他反社会
的勢力者
⑤JIOより事業者登録の取消しを受けた者でその取消しの日
から2年を経過しない者
⑥虚偽の記載等不正な手段により事業者登録を行った者
⑦JIOとの保険契約において重大な告知義務もしくは通知義
務の違反その他の不誠実な行為を行った者
⑧JIOとの保険契約における故意または重大な過失に起因す
る事故の発生等、登録事業者として著しく信頼に欠ける
と認められる者

6. 登録・更新の欠格事由
次のいずれかに該当する場合は、事業者登録・更新のお申
込みをお受けできません。なお、登録期間中に該当するこ
とが判明した場合は事業者登録を取消します。

①宅建業法により免許を取り消された者またはその者でそ
の取消日から2年を経過しない者
②宅建業法により業務の停止を命じられ、その期間が経過
しない者

既存住宅販売事業者  登録申込について


